
NASUMACHI　議会だより16

入札と契約の位置づけ及び議会との関係性を
再確認することができました。

町総務課職員を講師として「町の入札・契約事務」に関する研修会を開催しました。

令和４年10月19日第２回「町の入札・契約事務について」第２回「町の入札・契約事務について」

・契約に係る法令等の規律
・契約の方法　など

令和４年 那須町議会 議員研修会 
令和４年 那須町議会 議員研修会 更なる議員力向上を図るため

定期的に議員研修会を
行っています。

成り手不足について、報酬を上げれば議員の成り手
が増えるのかという点に対し、冷静な考察がなされ
ていました。また、議会力アップと議会・議員の魅
力を伝える事が重要などの指摘がありました。

「議員報酬・定数・政務活動費を考える意義と手法」

―「住民自治の根幹」としての議会の作動 ―

令和４年11月22日栃木県町村議会議員研修会栃木県町村議会議員研修会

・「住民自治の根幹」としての議会の作動
・議員定数と報酬の関係について
・成り手不足の現状と課題について など

於：栃木県総合文化センター

於：那須町役場正庁

講師：江藤俊昭氏
（大正大学社会共生学
部公共政策学科教授） 

※令和４年８月には町議会議
　場においても議員研修会の
　講師をしていただきました。

■ 議員の寄附行為の禁止について ■
公職選挙法の規定により、議員が金品を贈る寄附、地域の催し物へ寸志などを出すこと
は禁止されています。
また、議員に対し、寄附を出すよう勧誘する、または要求することも禁止されています。
みなさまのご理解をお願いいたします。 

ほかに、11 月 14 日に第３回「選挙運動費用の公費負担制度について」も開催しました。
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